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令和５年１月２４日 

開議 １５時００分 

〇教育政策係長 井上尚史君 

それでは、ただいまから第１回定例教育委員会を開催いたします。資料の当日配付が

ございましたので、机上にて配付させていただいております。また本日は、桃坂委員が

オンラインでの参加となっております。よろしくお願いします。 

〇委員 桃坂克己君 

よろしくお願いします。 

〇教育政策係長 井上尚史君 

それでは長尾教育長、お願いいたします。 

１.開会 

〇教育長 長尾明美君 

定足数に達しておりますので、令和５年第１回定例教育委員会を開会いたします。 

２.前回会議録の承認 

〇教育長 長尾明美君 

それでは、前回会議録の承認を議題といたします。この件について、何か御意見等が

ありましたら、お願いいたします。 

（「ありません」の声あり） 

では、ないようですので、御承認いただいたものといたします。 

なお、今回会議録の署名委員は会議規則第１７条の規定によりまして、吉兼委員を指名

いたします。吉兼委員、よろしくお願いいたします。 

３.教育長事務報告 

〇教育長 長尾明美君 

続きまして、教育長事務報告についてでございます。 

資料をお開きください。１２月２６日から１月２３日までの事務について、記載をい

たしました資料を事前にお配りをさせていただいております。内容等について御質問が

ありましたら、お願いをいたします。 

水谷委員、お願いします。 

〇委員 水谷知子君 

１６日のコミュニティスクール研修会、今回の研修会の内容とかをお尋ねしても大丈

夫ですか。 

〇教育長 長尾明美君 

では、𠮷本課長から詳しく御説明したいと思います。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 
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コミュニティスクールにつきましては、御存知のとおり、今年度から全小中学校に設

置をしたというところでございまして、このコミュニティスクール研修会、昨年度も同

じ１月の中旬に開催をして今回２回目ということで実施をいたしました。 

内容につきましては、全校に設置したということで、ただコロナ禍の中で皆さん会議

の中でいろいろ議論はされたけれども、活動の面では予定どおりに実施できなかったも

のも多々ある中で、出来なかったこと、出来たことを、お互いに各協議会のほうから活

動報告を、していただいて、他の協議会の状況を知る、それが１点。 

あとコミュニティスクールの先進地であります春日市のほうですね、これは教育委員

会の担当の職員、係長級の方にオンラインで参加していただいて春日市の先進地の事例

を報告していただきました。アンケートも取らせていただいて、内容を読むと、他の協

議会の状況がよく分かって大変有意義だった、という御意見もあったし、春日市の状況

も非常によく分かったということで、参考にしながら次年度の活動計画等を考えていき

たい、というようなお声もいただいているところでございます。以上です。 

〇委員 水谷知子君 

ありがとうございました。 

〇教育長 長尾明美君 

その他、よろしいでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

ないようですので、事務報告を終わらせていただきます。 

４.議事 

（１）議案第１号 行橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について 

〇教育長 長尾明美君 

では、早速ではございますが、本日の議事に入らせていただきます。 

議案第１号 行橋市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定については、議会に先立っての審議となりますので、非

公開で審議したいと思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

非公開のため、その他事項が終了した後に審議したいと思います。よろしくお願いいた

します。 

５.報告事項 

（１）報告第１号 「新しい生活様式」を踏まえた令和５年度教育活動実施基本方針に

ついて 

〇教育長 長尾明美君 
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では、報告事項に入ります。 

報告第１号の「新しい生活様式」を踏まえた令和５年度教育活動実施基本方針につい

て、御説明をお願いいたします。 

指導室長、お願いします。 

○指導室長 三田井秀信君 

資料の１１ページ、１２ページ、１３ページになります。 

こちらにつきましては、コロナ禍になって毎年出している内容でございます。案が付い

ておりますが、決裁は終わって校長会でも説明をしておりますので、申し訳ございませ

ん、案を消して下さい。 

コロナ禍も、来月で丸３年になろうとしております。最初の頃は運動会、文化発表会

とか宿泊体験など、子どもたちが楽しみにしている学校行事も、中止や無観客の厳しい

状況でしたが、ウィズコロナの３年目となり、今年度は各学校が、感染対策を講じなが

ら全ての学校行事を行うことができました。 

１２ページ、１３ページの学校行事等という所にも、今年度も全て実施できましたの

で、来年度も感染対策を講じながら、学校の規模に応じて全ての学校行事を行っていく

ことを、昨日、校長会で確認をしましたので、報告させていただきます。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりました。この件について何か御質問等がありましたらお願いいたします。 

（「お疲れ様でした」の声あり） 

よろしいでしょうか。 

では、𠮷兼委員お願いします。 

〇委員 𠮷兼法子君 

１５ページの説明を今されたということでしょうか。 

〇教育長 長尾明美君 

卒業式はこれから説明します。 

〇委員 𠮷兼法子君 

 分かりました。 

６.その他 

（１）令和４年度卒業証書授与式・修了式ならびに令和５年度入学式・始業式の実施方

法について 

〇教育長 長尾明美君 

それでは、その他事項ということで、１つ目、令和４年度卒業証書授与式・修了式な

らびに令和５年度入学式・始業式の実施方法について御説明をお願いいたします。 

指導室、お願いします。 
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○指導室長 三田井秀信君 

資料は１４ページ、１５ページになります。1５ページのほうをお願いいたします。 

新聞報道等によりますと、新型コロナウイルスについては、春先には２類から５類に

引き下げられる方向で進んでおります。令和４年度の卒業証書授与式や令和５年度の入

学式に関しては、来賓等に御案内を差し上げる関係で実施方法を現時点で判断する必要

があります。よって今年度も昨年度同様、来賓の参加はしない方向で決定をしました。 

そちらに書いてあるように概ね３０分程度ということで、昨年度と全く同じかたちで

今年度もさせていただければと思います。次年度の卒業式の頃には、コロナ前のかたち

に戻せるんではないかと期待しているところです。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりましたが、この件について何か御質問等がありましたら。 

𠮷兼委員、よろしくお願いします。 

〇委員 𠮷兼法子君 

卒業証書授与式・入学式なんですけど、来賓祝辞・在校生送辞は省略、ＰＴＡ会長の

祝辞は行うということなんですが、それで、市教委の告辞は、省略ですか、実施ですか。 

〇教育長 長尾明美君  

 部長、お願いします。 

〇教育部長 辛嶋智恵子君 

やはりコロナウイルスの状況になっておりまして、市教委からの告辞ということも今

行っておりません。 

〇委員 𠮷兼法子君 

 今は行っていない。今回もですか。 

〇教育部長 辛嶋智恵子君 

今回もそうですね。同じ対応をするようにしております。 

〇委員 𠮷兼法子君 

それは分かったんですけど、やはり一番大事なのは教育委員会の告辞じゃないなかと

思うんですよね、入学式・卒業式の。これを発送したのであれば、仕方ありませんが、

今後、告辞は大事にしていただきたいなと思っています。 

〇教育長 長尾明美君 

その他は、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

（２）第２次行橋市生涯学習推進計画の進捗状況について 

〇教育長 長尾明美君 

では、続きまして、第２次行橋市生涯学習推進計画の進捗状況について御説明をお願
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いしたいと思います。 

生涯学習課長、お願いいたします。 

〇生涯学習課長 森雅代君 

それでは、生涯学習課より御説明をいたします。 

本日、第２次行橋市生涯学習推進計画案というものを配付させていただいております。

こちらの進捗状況につきまして、御説明をいたします。 

１枚紙の資料、本日お配りした１枚の紙のほうの資料を御覧ください。まず、その第

２次行橋市生涯学習推進計画の概要というペーパーに沿って説明いたします。 

目的でございますが、平成２５年３月作成の第１次行橋市生涯学習推進計画の事業進

捗状況を踏まえ、第２次行橋市生涯学習推進計画の策定を現在行っております。教育基

本法第３条の生涯学習の理念に基づいて計画として策定するもので、高齢化や情報化な

ど複雑に入り込む社会情勢下で生涯学習を取り巻く環境も多様化また変化している中、

市民一人一人が生涯を通して学び続けることのできる社会の実現に向け、総合的な施策

とするものでございます。こちらの計画期間は、令和５年度から令和１４年度の１０年

間としております。 

策定体制ですが、策定するにあたりまして有識者をはじめとした関係機関からの選出

による生涯学習推進計画策定委員会を設置、昨年７月に１３名の委員を委嘱し、検討を

重ねるとともに市民及び関連団体へのアンケートを実施し素案を策定いたしました。 

アンケートにつきましては、昨年３月から４月の約１カ月間の期間でアンケートを行

いました。無作為に抽出した１６歳以上の市民に対して２０００通、また市内各公民館

を利用するサークルなどの団体に５２０通を配布し、有効回答数、市民約６０１通、団

体が２６１通でございます。 

こちら国や県の動向を踏まえまして、教育振興基本計画を上位とし、生涯学習分野の

目指す姿として多様な学びを得られる場と情報が提供され、市民一人一人のライフステ

ージに応じた生涯学習の機会のあるまち、を目指していきます。この目指す姿の実現に

向けて、本計画の基本理念を、いつでも どこでも ともに学び支え合う 生きがいづくり

のまち 行橋、として揚げ、行橋の市民がいつでもどこでも学ぶことができ、その学びを

通して生きる力をさらに伸ばし、社会に対応し、学んだ成果を地域に還元することがで

きる共生のまちの実現を目指します。 

つきましては２月１日から１５日の期間でパブリックコメントを実施いたします。 

案につきましては別途冊子をお配りしております。こちらのほうをホームページ上で公

開及び市内公民館、また市役所等にて書面を配置し、御意見を募集していく予定として

おります。結果を受けて、また再度策定委員会を開きまして、３月下旬を目途に完成の

予定でございます。以上です。 



6 

 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりました。この件について、何か御質問や御意見がありましたらお願いし

ます。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

ないようですので、では、その他に入ります。 

その他、何か付け加えての御報告はありますでしょうか。 

（特に声なし） 

では次に、次回開催時について御説明をお願いいたします。 

〇教育政策係長 井上尚史君 

次回開催日については、２月２４日金曜日の１５時からとしたいと思いますが、御都

合のほうはいかがでしょうか。 

（「大丈夫です」の声あり） 

場所は本日と同じ、市役所５階第２会議室となりますので、よろしくお願いいたします。 

〇教育長 長尾明美君 

それでは、次回の定例教育委員会の開議日程は、２月２４日金曜日の１５時からでお

願いいたします。 

それでは、ここから非公開での審議といたします。 

（１５時１２分） 

閉会 １５時２２分 


